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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
で
も
っ
と
便
利
に

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
が
始
ま
り
ま
す
　
パ
ー
ト
２

　

い
よ
い
よ
平
成
27
年
10
月
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
あ
な
た
の
手
元
に
届
き
ま

す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
き
ち
ん
と
受
け
取
っ
て
活
用
す
る
に
は
、
ど
う
し
た

ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

通
知
カ
ー
ド
が
届
き
ま
す

　

平
成
27
年
10
月
以
降
、
皆
さ
ん
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
通
知
す
る
た
め
の

「
通
知
カ
ー
ド
」
が
簡
易
書
留
に
て

世
帯
ご
と
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

■
通
知
カ
ー
ド

　

通
知
カ
ー
ド
は
、
紙
製
の
カ
ー
ド

を
予
定
し
て
お
り
、
氏
名
、
住
所
、

生
年
月
日
、
性
別
（
基
本
４
情
報
）、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
も
の

に
な
り
ま
す
。

　

通
知
カ
ー
ド
は
全
て
の
人
に
対

し
、
住
民
票
の
住
所
あ
て
に
送
ら
れ

ま
す
が
、
顔
写
真
が
入
っ
て
い
ま
せ

ん
の
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
使
用
す

る
場
合
の
本
人
確
認
の
と
き
に
は
、

別
途
顔
写
真
が
入
っ
た
証
明
書
な
ど

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

■
個
人
番
号
カ
ー
ド

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
に
は
、
氏
名
、

住
所
、
生
年
月
日
、
性
別
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
な
ど
が
記
載
さ
れ
、
本
人
の

写
真
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
27
年
10
月
以
降
に
通
知
カ
ー

ド
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
通
知
さ
れ
た

後
に
、
市
区
町
村
に
申
請
す
る
と
、

平
成
28
年
１
月
以
降
、
個
人
番
号

カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
で
は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
使
用
す
る
時
に
本
人
確
認

が
こ
れ
１
枚
で
可
能
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
カ
ー
ド
は
、
本
人
確
認
の
た

め
の
身
分
証
明
書
と
し
て
使
用
で
き

る
ほ
か
、
将
来
的
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

サ
ー
ビ
ス
に
利
用
す
る
こ
と
が
想
定

さ
れ
て
お
り
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
な
ど
の

電
子
申
請
が
行
え
る
電
子
証
明
書
も

標
準
搭
載
さ
れ
ま
す
。

正
し
い
住
民
登
録
を

　

通
知
カ
ー
ド
は
住
民
登
録
の
住
所

に
届
き
ま
す
。
居
住
し
て
い
る
住
所

に
住
民
票
を
移
し
て
い
な
い
人
は
、

早
急
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
住
民

票
の
住
所
で
通
知
カ
ー
ド
が
受
け
取

れ
な
い
場
合
は
、
事
前
に
居
所
を
登

録
す
る
こ
と
で
、
そ
の
登
録
し
た
居

所
の
住
所
で
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
居
所
登
録
申
請
書
は
長
門
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
居
所
登
録
の
対
象
者　

・
東
日
本
大
震
災
被
災
者
、
ド
メ
ス

　

テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
や
児

　

童
虐
待
な
ど
の
被
害
者
で
住
所
以

　

外
に
居
住
す
る
人

・
医
療
機
関
・
施
設
な
ど
に
長
期
間

　

入
院
・
入
所
が
見
込
ま
れ
、
か
つ

　

住
所
地
に
誰
も
住
ん
で
い
な
い
人

■
居
所
登
録
に
必
要
な
も
の

・
居
所
登
録
申
請
書

・
運
転
免
許
証
等
の
本
人
確
認
書
類

・
居
所
を
証
明
す
る
書
類

■
申
請
期
間

　

８
／
24 

（月）
〜
９
／
25 

（金）

■
申
請
先　

市
民
課
窓
口
係

通
知
カ
ー
ド
が
届
い
た
ら

　
通
知
カ
ー
ド
の
封
筒
の
中
に
は
、

次
の
物
が
入
っ
て
い
ま
す
。

①
通
知
カ
ー
ド

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
書
い
て
あ
る
紙

製
の
カ
ー
ド
で
す
。
個
人
番
号
カ
ー

ド
の
受
け
取
り
な
ど
に
必
要
で
す
。

②
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
の
申
請
書

　
と
返
信
用
封
筒

　

次
に
説
明
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド

の
申
請
に
必
要
で
す
。

③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
関
す
る
説
明
書

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
や
、
個
人
番
号

カ
ー
ド
の
申
請
方
法
な
ど
が
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
書
類
は
、
紛
失
し
な
い

よ
う
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
前
述
の
平

成
27
年
10
月
以
降
に
届
く
通
知
カ
ー

ド
に
同
封
の
申
請
書
を
使
っ
た
郵
送

か
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
り
申
請
が
可

能
で
す
。

※
く
わ
し
い
申
請
方
法
は
、
通
知

　

カ
ー
ド
に
同
封
の
説
明
書
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
受
取

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請
を
す
れ

ば
、
平
成
28
年
１
月
以
降
に
交
付
通

知
書
が
届
き
、
市
役
所
の
窓
口
で
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
料
金
は

か
か
り
ま
せ
ん
。

　

表
面
に
氏
名
、
住
所
、
生
年
月

日
、
性
別
、
顔
写
真
、
裏
面
に
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
な
ど
が
記
載
さ
れ
、
IC
チ
ッ

プ
が
搭
載
さ
れ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の

カ
ー
ド
で
す
。（
イ
ラ
ス
ト
は
イ
メ
ー

ジ
で
す
。
実
際
の
個
人
番
号
カ
ー
ド

の
デ
ザ
イ
ン
と
は
異
な
り
ま
す
。）

個人番号       1234   5678   9012
氏　名 長門　太郎
生年月日 平成 5年 3月 22日

氏　名

住　所

長門　太郎
山口県長門市東深川 1339 番地 2

個人番号
カード

生年月日 平成 5年 3月 22日 性　別 男
2026 年3月31日まで有効
セキュリティコード　1234

個  

人
番  

号
カ
ー
ド

表
▼

▲
裏

個人番号カードのイメージ

マイナンバーキャラクター
「マイナちゃん」

　

そ
の
際
に
は
、

①
通
知
カ
ー
ド

②
個
人
番
号
カ
ー
ド
が
で
き
た
こ
と

　

を
知
ら
せ
る
交
付
通
知
書

③
運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確
認
書
類

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※
住
基
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
る
人

　

は
、
返
却
が
必
要
で
す

※
受
け
取
る
際
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の

　

本
人
確
認
な
ど
に
使
う
「
パ
ス

　

ワ
ー
ド
設
定
」
が
必
要
で
す

個
人
情
報
の
管
理
は
？

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
安
心
・
安
全
に

利
用
す
る
た
め
、
制
度
面
と
シ
ス
テ

ム
面
の
両
方
か
ら
個
人
情
報
を
保
護

す
る
措
置
を
講
じ
て
い
ま
す
。

　

制
度
面
の
保
護
措
置
と
し
て
は
、

法
律
に
規
定
が
あ
る
も
の
を
除
い

て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
含
む
個
人
情

報
を
収
集
し
た
り
、
保
管
し
た
り
す

る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員

会
と
い
う
第
三
者
機
関
が
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
が
適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
る

か
監
視
・
監
督
を
行
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
法
律
に
違
反
し
た
場
合
の

罰
則
も
、
従
来
よ
り
も
重
く
な
っ
て

い
ま
す
。

　

シ
ス
テ
ム
面
の
保
護
措
置
と
し
て

は
、
個
人
情
報
を
一
元
管
理
す
る
の

で
は
な
く
、
従
来
通
り
、
年
金
の
情

報
は
年
金
事
務
所
、
税
の
情
報
は
税

務
署
と
い
っ
た
よ
う
に
分
散
し
て
管

理
し
ま
す
。
ま
た
、
行
政
機
関
間
で

情
報
の
や
り
と
り
を
す
る
と
き
も
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
直
接
使
わ
な
い
よ

う
に
し
た
り
、
シ
ス
テ
ム
に
ア
ク
セ

ス
で
き
る
人
を
制
限
し
た
り
、
通
信

す
る
場
合
は
暗
号
化
を
行
い
ま
す
。

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

　

行
政
機
関
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
付

い
た
自
分
の
情
報
を
い
つ
、
ど
こ
と

や
り
と
り
し
た
の
か
確
認
で
き
る
ほ

か
、
行
政
機
関
が
保
有
す
る
自
分
に

関
す
る
情
報
や
行
政
機
関
か
ら
自
分

に
対
し
て
の
必
要
な
お
知
ら
せ
情
報

を
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
な
ど
か
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
確
認
で
き
る

も
の
で
す
。
パ
ソ
コ
ン
な
ど
を
持
っ

て
い
な
い
人
の
た
め
に
、
公
的
機
関

へ
の
端
末
設
置
も
予
定
さ
れ
て
お

り
、　

平
成
29
年
１
月
か
ら
運
用
さ

れ
る
予
定
で
す
。

も
っ
と
詳
し
く
知
り
た
い

　

制
度
全
般
に
つ
い
て
は
、
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
に
問
い
合
わ
せ
る
か
、

マイナンバー制度実施の流れ
住民票を有する人（住民票がある外国人を含む）
に、12ケタのマイナンバー（個人番号）が通知
されます。

税や年金、医療保険、雇用保険などの社会保障
の手続きで、利用が開始されます。申請者への
個人番号カードの交付も始まります。

マイナンバーを含む自分の情報をいつ誰が、な
ぜ提供したのか確認できます。行政機関からの
お知らせも受け取ることができます。

情報連携により事務が確実かつスムーズになり、
国民の負担が軽減され、暮らしがもっと便利に
なります。

平成 27年 10月以降

住民票の住所に通知

平成 29年 1月

マイナポータル運用開始

平成 29年 7月

地方自治体含めた
情報連携開始

平成 28年 1月

マイナンバー利用開始

法
人
番
号
に
つ
い
て

　

平
成
27
年
10
月
か
ら
、
株
式

会
社
な
ど
の
法
人
な
ど
に
通
知

さ
れ
る
13
ケ
タ
の
番
号
の
こ
と

を
法
人
番
号
と
言
い
ま
す
。

　

１
法
人
に
１
番
号
が
指
定
さ

れ
、
登
記
上
の
所
在
地
に
通
知

書
が
届
き
ま
す
。

　

法
人
番
号
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
と
異
な
り
、
誰
で
も
自
由

に
利
用
が
可
能
で
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
に
名
称
、
所
在
地
、

法
人
番
号
が
公
表
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
法
人
の
最
新

の
名
称
・
所
在
地
情
報
が
入
手

で
き
る
こ
と
か
ら
、
取
引
先
情

報
の
登
録
や
更
新
が
効
率
化
さ

れ
ま
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
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●
内
閣
官
房
　
社
会
保
障
・
税
番
号

　
制
度
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w

w
.cas.go.jp/jp/　

　

seisaku/bangoseido/index.
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■
問
い
合
わ
せ

●
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
つ
い
て

　

市
民
課
窓
口
係

　

℡
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‐
１
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７


